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議案第１号  

 

箕輪町との伊那地域定住自立圏形成に関する協定の変更について  

 

 

 定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日付け総行応第３９号総務事務次

官通知）に基づき、箕輪町との間において平成２８年１月７日に締結した伊那地域定

住自立圏形成に関する協定を別紙のとおり変更することについて、伊那市定住自立圏

形成協定の議決に関する条例（平成２７年伊那市条例第３２号）第２条の規定により、

議会の議決を求める。  

 

 

 

   平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

箕輪町との間において平成２８年１月７日に締結した伊那地域定住自立圏形成に関

する協定を変更するため、提案するものであります。  
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別紙  

 

伊那地域定住自立圏形成に関する協定の一部を変更する協定書  

 

 

伊那市（以下「甲」という。）と箕輪町（以下「乙」という。）とは、平成２８年

１月７日に締結した伊那地域定住自立圏形成に関する協定の一部を変更する協定を次

のとおり締結する。  

 

 別表１中  

「  

 

 

 

 

 

 

産  

業  

振  

興  

担い手の確保  圏域内への

移住・定住に

より産業の担

い手確保及び

産業の活性化

を推進するた

め、空き家の

利活用を促進

する。  

・民間団体との協

定及び行政区域

内の物件登録並

びに利用者登録

に係る業務の実

施  

・空き家バンクホ

ームページの構

築及び運営  

・空き家バンクホ

ームページによ

る行政区域内の

物件情報の発信  

・行政区域内の空

き家バンク登録

促進事業の検討

及び実施  

・民間団体との協

定及び行政区域

内の物件登録並

びに利用者登録

に係る業務の実

施  

・空き家バンクホ

ームページによ

る行政区域内の

物件情報の発信  

・行政区域内の空

き家バンク登録

促進事業の検討

及び実施  

」を  

「  
     
 

 

 

 

 

 

産  

業  

担い手の確保  圏域内への

移住・定住に

より産業の担

い手確保及び

産業の活性化

を推進するた

め、空き家の

利活用を促進

・民間団体との協

定及び行政区域

内の物件登録並

びに利用者登録

に係る業務の実

施  

・空き家バンクホ

ームページの構

・民間団体との協

定及び行政区域

内の物件登録並

びに利用者登録

に係る業務の実

施  

・空き家バンクホ

ームページによ
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振  

興  

 

する。  築及び運営  

・空き家バンクホ

ームページによ

る行政区域内の

物件情報の発信  

・行政区域内の空

き家バンク登録

促進事業の検討

及び実施  

る行政区域内の

物件情報の発信  

・行政区域内の空

き家バンク登録

促進事業の検討

及び実施  

 

 

 

福  

祉  

 

子育て環境の

充実  

圏域の子育

て環境の充実

を図るため、

子育て拠点施

設の相互利用

及び協力体制

の構築に向け

た取組を推進

する。  

・子育て拠点施設

を活用した圏域

内の住民向けサ

ービスの提供  

・圏域内の子ども

子育て関連事業

間における協力

体制の検討及び

構築  

・子育て拠点施設

を活用した圏域

内の住民向けサ

ービスの提供  

・圏域内の子ども

子育て関連事業

間における協力

体制の検討及び

構築  

」に  

改める。  

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙がそれぞれ署名押

印の上、各１通を保有する。  

 

  年   月   日  

 

            甲   長野県伊那市下新田３０５０番地  

               長野県伊那市  

                伊那市長            印  

 

            乙   長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０２９８番地  

               長野県上伊那郡箕輪町  

                箕輪町長            印  
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議案第２号  

 

南箕輪村との伊那地域定住自立圏形成に関する協定の変更について  

 

 

 定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日付け総行応第３９号総務事務次

官通知）に基づき、南箕輪村との間において平成２８年１月７日に締結した伊那地域

定住自立圏形成に関する協定を別紙のとおり変更することについて、伊那市定住自立

圏形成協定の議決に関する条例（平成２７年伊那市条例第３２号）第２条の規定によ

り、議会の議決を求める。  

 

 

 

   平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

南箕輪村との間において平成２８年１月７日に締結した伊那地域定住自立圏形成に

関する協定を変更するため、提案するものであります。  
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別紙  

 

伊那地域定住自立圏形成に関する協定の一部を変更する協定書  

 

 

伊那市（以下「甲」という。）と南箕輪村（以下「乙」という。）とは、平成２８

年１月７日に締結した伊那地域定住自立圏形成に関する協定の一部を変更する協定を

次のとおり締結する。  

 

 別表１中  

「  

 

 

 

 

 

 

産  

業  

振  

興  

担い手の確保  圏域内への

移住・定住に

より産業の担

い手確保及び

産業の活性化

を推進するた

め、空き家の

利活用を促進

する。  

・民間団体との協

定及び行政区域

内の物件登録並

びに利用者登録

に係る業務の実

施  

・空き家バンクホ

ームページの構

築及び運営  

・空き家バンクホ

ームページによ

る行政区域内の

物件情報の発信  

・行政区域内の空

き家バンク登録

促進事業の検討

及び実施  

・民間団体との協

定及び行政区域

内の物件登録並

びに利用者登録

に係る業務の実

施  

・空き家バンクホ

ームページによ

る行政区域内の

物件情報の発信  

・行政区域内の空

き家バンク登録

促進事業の検討

及び実施  

」を  

「  
     
 

 

 

 

 

 

産  

業  

担い手の確保  圏域内への

移住・定住に

より産業の担

い手確保及び

産業の活性化

を推進するた

め、空き家の

利活用を促進

・民間団体との協

定及び行政区域

内の物件登録並

びに利用者登録

に係る業務の実

施  

・空き家バンクホ

ームページの構

・民間団体との協

定及び行政区域

内の物件登録並

びに利用者登録

に係る業務の実

施  

・空き家バンクホ

ームページによ
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振  

興  

 

する。  築及び運営  

・空き家バンクホ

ームページによ

る行政区域内の

物件情報の発信  

・行政区域内の空

き家バンク登録

促進事業の検討

及び実施  

る行政区域内の

物件情報の発信  

・行政区域内の空

き家バンク登録

促進事業の検討

及び実施  

 

 

 

福  

祉  

 

子育て環境の

充実  

圏域の子育

て環境の充実

を図るため、

子育て拠点施

設の相互利用

及び協力体制

の構築に向け

た取組を推進

する。  

・子育て拠点施設

を活用した圏域

内の住民向けサ

ービスの提供  

・圏域内の子ども

子育て関連事業

間における協力

体制の検討及び

構築  

・子育て拠点施設

を活用した圏域

内の住民向けサ

ービスの提供  

・圏域内の子ども

子育て関連事業

間における協力

体制の検討及び

構築  

」に  

改める。  

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙がそれぞれ署名押

印の上、各１通を保有する。  

 

  年   月   日  

 

            甲   長野県伊那市下新田３０５０番地  

               長野県伊那市  

                伊那市長            印  

 

            乙   長野県上伊那郡南箕輪村４８２５番地１  

               長野県上伊那郡南箕輪村  

                南箕輪村長           印  
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議案第３号  

 

市道路線の変更について  

 

 

下記のとおり市道路線の変更を行いたいので、道路法（昭和２７年法律第１８０

号）第１０条第３項の規定により、議会の議決を求める。  

 

記  

 

変更路線  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

（提案理由）  

上記の路線は、市道環状南線整備に伴い、路線を整理するため、提案するものであ

ります。  

路線番号 路 線 名 
区 

分 
起   点 終   点 

重要な

経過地 

参    考 

延  長 幅  員 

Ｉ－０２３１ 

 

小黒大坊線 

 

前 
西町 

5450番先 

西町 

5417番先 

 ﾒｰﾄﾙ

1,974.3 

ﾒｰﾄﾙ 

3.5～8.1                 

後 
西町 

5372番１先 

西町 

5417番先 

   

1,922.3 

 

3.5～8.5                 

Ｉ－１５２８ 

 

小黒小黒原線 

 

前 
西町 

5472番４先 

西町 

7227番66先 

  

1,776.7 

 

3.4～5.1 

後 
西町 

5306番１先 

西町 

7227番66先 

  

1,856.7 

 

3.4～7.2 

Ｉ－０１２５ 環状南線 

前 
西町 

5111番９先 

上新田 

2121番先 

  

1,598.6 

 

16.7～21.7 

後 
西町 

6105番１先 

上新田 

2121番先 

  

2,900.6 

 

9.0～21.7 
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議案第４号  

 

伊那中央行政組合規約の変更について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、伊那中央

行政組合規約（昭和３８年長野県指令３８地第２７４号）の一部を別紙のように変更

することについて協議するため、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

病院事業の経費の負担に係る規定を改正することに伴い、伊那中央行政組合規約を

変更するため、提案するものであります。  
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別紙  

 

伊那中央行政組合規約の一部を変更する規約  

 

 

伊那中央行政組合規約（昭和３８年長野県指令３８地第２７４号）の一部を次のよ

うに変更する。  

 

 別表の１中  

「  

 建設費（建設用地の取得に係

る経費及び建設費の償還金を

含む。）  

その他の一般経費  

                                    」を  

「  

 建設費（建設用地の取得に係

る経費及び建設費の償還金を

含む。）（右欄に掲げるもの

を除く。）  

建設費（病児・病後児保育

事業に係るものに限る。）

その他の一般経費  

                                    」に

改める。  

 

 

附  則  

この規約は、許可の日から施行する。  
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議案第５号  

 

伊那市組織条例等の一部を改正する等の条例  

 

 

 （伊那市組織条例の一部改正）  

第１条  伊那市組織条例（平成１８年伊那市条例第１６号）の一部を次のように改正

する。  

 

  第２条水道部の項第１号を削り、同項第２号を同項第１号とする。  

 

 （伊那市特別会計条例の一部改正）  

第２条  伊那市特別会計条例（平成１８年伊那市条例第４５号）の一部を次のように

改正する。  

 

  第１条第３号を削る。  

 

 （伊那市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正）  

第３条  伊那市議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例（平成  

１８年伊那市条例第５０号）の一部を次のように改正する。  

 

  第２条第１号及び第２号を次のように改める。  

  (1) 水道事業（伊那市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成１８

年伊那市条例第２０３号）第１条第１項に規定する水道事業をいう。）  

  (2) 下水道事業（伊那市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第１条第

２項に規定する下水道事業をいう。）  

 

 （伊那市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）  

第４条  伊那市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成１８年伊那市条

例第２０３号）の一部を次のように改正する。  

 

  第１条第１項中「伊那市水道事業」の次に「及び伊那市簡易水道事業（飲料水供

給施設及び簡易給水施設を含む。以下同じ。）」を加え、同条第２項中「、戸別合

併処理浄化槽事業」を「及び戸別合併処理浄化槽事業」に改める。  

 

  第２条第２項中「上水道」を「水道」に改め、同条第３項を次のように改める。  

 ３  水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。  

  (1) 伊那市水道事業  

   ア  給水区域  
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    (ア ) 御園、山寺、坂下、荒井、西町、小沢、ますみヶ丘、小四郎久保、中

央、日影、上の原、境、狐島、上新田、下新田、上牧、野底、美原、若宮、

前原、仙美、伊那部及び福島の全部の区域  

    (イ ) 中の原、平沢、横山、富県、美篶、手良中坪、手良野口、手良沢岡、

東春近、西春近、西箕輪、高遠町西高遠、高遠町東高遠、高遠町上山田、

高遠町下山田、高遠町小原、高遠町勝間及び高遠町長藤並びに南箕輪村の

うち沢尻及び神子柴の各一部の区域（伊那市簡易水道事業の給水区域を除

く。）  

   イ  給水人口  ６７ ,１００人  

   ウ  １日最大給水量  ３１ ,６００立方メートル  

  (2) 伊那市簡易水道事業  

   ア  名称及び給水区域  別表第１に掲げる名称及び区域  

   イ  給水人口  ４ ,６３１人  

   ウ  １日最大給水量  ２ ,３２５立方メートル  

 

  第２条第４項第１号ア中「別表第１」を「別表第２」に改め、同項第２号ア中

「別表第２」を「別表第３」に改め、同項第３号ア中「別表第３」を「別表第４」

に改め、同項第４号ア中「別表第４」を「別表第５」に改め、同項第５号ア中「別

表第５」を「別表第６」に改める。  

 

  第３条第１項中「昭和２７年政令第４０３号」の次に「。以下「施行令」とい

う。」を加える。  

 

  第３条の２を次のように改める。  

  （利益の処分の方法及び積立金の取崩し）  

 第３条の２  上下水道事業は、毎事業年度生じた利益のうち法第３２条第１項の規

定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額があるときは、議会

の議決により次の各号に定める積立金の区分に応じ、当該各号に定める目的のた

めに積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。た

だし、当該目的以外の使途に使用することについて、あらかじめ議会の議決を経

た場合は、この限りでない。  

  (1) 減債積立金  企業債の償還に充てる目的  

  (2) 利益積立金  欠損金をうめる目的  

  (3) 建設改良積立金  建設改良工事に充てる目的  

  (4) 災害準備積立金  災害による不時の損失に備える目的  

 

  第３条の３第２項を削る。  

 

  第３条の４第２項ただし書を削る。  
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  第７条を第８条とし、第４条から第６条までを１条ずつ繰り下げ、第３条の４の

次に次の１条を加える。  

  （特別会計）  

 第４条  法第１７条及び施行令第８条の４の規定に基づき、水道事業を通じて一の

特別会計を設ける。  

 

  別表第５を別表第６とし、別表第１から別表第４までを１表ずつ繰り下げ、附則

の次に次の１表を加える。  

 別表第１（第２条関係）  

名称  給水区域  

上新山簡易水道  富県上新山（一部を除く。）  

下新山簡易水道  富県北新の一部  

西の平飲料水供給施設  富県上新山の一部  

場広飲料水供給施設  富県上新山の一部  

上奈良尾簡易給水施設  富県北新の一部  

高遠町第一簡易水道  水上、荒町、北原、台殿、栗田、四日

市場、中条、塩供  

高遠町第二簡易水道  中村、野笹、板山、栗巾、半対、日

向、道場、宮原、那木沢、久保、新

井、原、川辺  

黒沢簡易水道  黒沢  

御堂垣外簡易水道  御堂垣外、松倉、藤沢中山  

片倉簡易水道  片倉（峠を除く。）  

荊口飲料水供給施設  赤坂、北垣外、中屋  

峠簡易給水施設  峠  

新田簡易給水施設  弥勒新田  

長谷簡易水道  非持山、非持、溝口、黒河内（戸台を

除く。）、中尾、市野瀬、杉島、浦  

 

 （伊那市水道事業分担金徴収条例の一部改正）  

第５条  伊那市水道事業分担金徴収条例（平成１８年伊那市条例第２０５号）の一部

を次のように改正する。  

 

  第１条中「水道事業」の次に「（伊那市水道事業及び下水道事業の設置等に関す

る条例（平成１８年伊那市条例第２０３号）第１条第１項に規定する水道事業をい

う。）」を加える。  
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 （伊那市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例の一部改正）  

第６条  伊那市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例（平成１８年伊那市条例

第２７７号）の一部を次のように改正する。  

 

  題名を次のように改める。  

    伊那市簡易水道事業及び下水道事業に地方公営企業法を適用する条例  

 

  「経営する」の次に「簡易水道事業（飲料水供給施設及び簡易給水施設を含

む。）並びに」を加える。  

 

 （伊那市簡易水道事業の設置等に関する条例の廃止）  

第７条  伊那市簡易水道事業の設置等に関する条例（平成１８年伊那市条例第１６０

号）は、廃止する。  

 

 

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  第７条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続している簡易水道の

使用で、同日以後最初に使用水量が算定されるものに係る料金については、なお従

前の例による。  

３  第７条の規定にかかわらず、同条の規定による廃止前の伊那市簡易水道事業の設

置等に関する条例第４条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

（提案理由）  

伊那市簡易水道事業（飲料水供給施設及び簡易給水施設を含む。）に地方公営企業

法（昭和２７年法律第２９２号）の規定の全部を適用すること等に伴い、所要の改正

を行うため、提案するものであります。  
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議案第６号  

 

伊那市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市一般職の職員の退職手当に関する条例（平成１８年伊那市条例第４３号）の

一部を次のように改正する。  

 

第１０条第５項各号列記以外の部分中「、その者が退職の際勤務していた当該地方

公共団体の事務を同法第５条第１項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被

保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第２号中「第３７条の４第３項前段」を

「第３７条の４第３項」に改め、同条第６項中「、その者が退職の際勤務していた当

該地方公共団体の事務を同法第５条第１項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢

継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第１１項各号列記以外の部分中

「対しては、」の次に「それぞれ」を加え、「広域求職活動費」を「求職活動支援

費」に改め、同項第６号を次のように改める。  

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第５９条第１項各号のいずれかに該当する行為をす

る者  同条第２項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額  

 

第１０条第１５項中「規定は、」の次に「第５項又は第６項の規定による退職手当

の支給を受けることができる者（第５項又は第６項の規定により退職手当の支給を受

けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して１年を経過

していないものを含む。）及び」を加え、「これら」を「第７項又は第８項」に改め

る。  

 

 

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、平成２９年１月１日から施行する。  

（経過措置）  

第２条  退職職員（退職した伊那市一般職の職員の退職手当に関する条例第２条第１

項に規定する職員（同条第２項の規定により職員とみなされる者を含む。）をいう。

以下同じ。）であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務

を雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第５条第１項に規定する適用事業とみ

なしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１７号）第２

条の規定による改正前の雇用保険法第６条第１号に掲げる者に該当するものにつき、

この条例による改正後の伊那市一般職の職員の退職手当に関する条例（以下「新条

例」という。）第１０条第５項又は第６項の勤続期間を計算する場合における伊那

市一般職の職員の退職手当に関する条例第７条の規定の適用については、同条第１
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項中「在職期間」とあるのは「在職期間（雇用保険法等の一部を改正する法律（平

成２８年法律第１７号）の施行の日（以下この項及び次項において「雇用保険法改

正法施行日」という。）前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施

行日以後の職員としての引き続いた在職期間）」と、同条第２項中「月数」とある

のは「月数（雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保

険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数（退職した日が

雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零））」とする。  

第３条  新条例第１０条第１１項（第６号に係る部分に限り、同条第１５項において

準用する場合を含む。）の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後に同号に規定する行為（当該行為に関し、

この条例による改正前の伊那市一般職の職員の退職手当に関する条例（以下この条

及び第５条において「旧条例」という。）第１０条第１１項第６号に掲げる広域求

職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。）を

したもの（施行日前１年以内に旧条例第１０条第５項又は第６項の規定による退職

手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第１０

条第５項から第８項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者とな

っていないものを除く。）について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業

安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活

動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。  

第４条  新条例第１０条第１５項において準用する同条第１１項（第４号に係る部分

に限る。）の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適

用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する伊那市一般職の職員

の退職手当に関する条例第１０条第１１項第４号に掲げる就業促進手当に相当する

退職手当の支給については、なお従前の例による。  

第５条  施行日前に旧条例第１０条第５項又は第６項の規定による退職手当の支給を

受けることができる者となった者（施行日以後に新条例第１０条第５項から第８項

までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。）に

対する伊那市一般職の職員の退職手当に関する条例第１０条第１１項第５号に掲げ

る移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

（提案理由）  

雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１７号）の施行に伴い、所

要の改正を行うため、提案するものであります。  
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議案第７号  

 

伊那市税条例等の一部を改正する条例  

 

 

（伊那市税条例の一部改正）  

第１条  伊那市税条例（平成１８年伊那市条例第５３号）の一部を次のように改正す

る。  

 

  第１９条各号列記以外の部分中「及び第２号」を「、第２号及び第５号」に、

「当該各号」を「第１号から第４号まで」に改め、「掲げる期間」の次に「並びに

第５号及び第６号に定める日までの期間」を加え、同条第２号中「第４８条第１項

の申告書（法第３２１条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項の規定による申

告書に限る。）、」を削り、同条第３号中「第４８条第１項の申告書（法第３２１

条の８第２２項及び第２３項の申告書を除く。）、」を削り、「、その」を「そ

の」に改め、同条に次の２号を加える。  

  (5) 第４８条第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第２項、第４項又は第

１９項の規定による申告書に限る。）に係る税額（次号に掲げるものを除

く。）  当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過する日  

  (6) 第４８条第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書

を除く。）でその提出期限後に提出したものに係る税額  当該提出した日又は

その日の翌日から１月を経過する日  

 

  第２３条第３項中「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」と

いう。）」を「令」に改める。  

 

  第４３条第１項中「規定によって」を「規定により」に、「においては」を「に

は」に、「次項」を「以下この条」に、「総称する」を「いう」に改め、同条第２

項中「次項」の次に「及び第４項」を加え、同条第３項中「から第１項」を「から

同項」に改め、同条に次の１項を加える。  

 ４  第２項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の

税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類す

るものを含む。以下この項において「増額更正」という。）をしたとき（国の税

務官署が所得税の更正（納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類する

ものを含む。以下この項において「減額更正」という。）をしたことに基因して、

第１項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加

したときに限る。）は、その追徴すべき不足税額（当該減額更正前に賦課した税

額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額（還付金の額に相当

する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。以下この項にお
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いて同じ。）については、次に掲げる期間（令第４８条の９の９第４項各号に掲

げる市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎と

なる期間から控除する。  

  (1) 第４０条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る

納税通知書が発せられた日までの期間  

  (2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日（当

該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算し

て１年を経過する日）の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税

通知書が発せられた日までの期間  

 

  第４８条第３項及び第４項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合

で」を「場合において、」に改め、同条第６項を同条第７項とし、同条第５項を同

条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。  

 ５  第３項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以下こ

の項において「修正申告書」という。）の提出があったとき（当該修正申告書に

係る市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第１９項に規定する申告書

（以下この項において「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該

当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを

含む。以下この項において「減額更正」という。）があった後に、当該修正申告

書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額

（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するま

での部分に相当する税額に限る。）については、次に掲げる期間（詐偽その他不

正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規

定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令

第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に

限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。  

  (1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が当

該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限）の翌日から

当該減額更正の通知をした日までの期間  

  (2) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づくもの

（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は法人税に係る更正

（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものである場合には、

当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日か

ら当該修正申告書を提出した日（法第３２１条の８第２３項の規定の適用があ

る場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該

修正申告書の提出期限）までの期間  

 

  第５０条第２項中「についても」を「がある場合には、」に、「によるものとす

る。なお」を「とし」に、「ときは」を「場合には」に改め、同条第３項中「の申
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告書」を「に規定する申告書」に、「場合にあっては」を「場合には」に改め、

「受けたこと」の次に「。次項第２号において同じ。」を加え、同条に次の１項を

加える。  

 ４  第２項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以下こ

の項において「修正申告書」という。）の提出があったとき（当該修正申告書に

係る市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第１９項に規定する申告書

（以下この項において「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該

当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを

含む。以下この項において「減額更正」という。）があった後に、当該修正申告

書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額

（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するま

での部分に相当する税額に限る。）については、次に掲げる期間（詐偽その他不

正の行為により市民税を免れた法人が提出した修正申告書に係る市民税又は令第

４８条の１５の５第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限

る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。  

  (1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が当

該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限）の翌日から

当該減額更正の通知をした日までの期間  

  (2) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づくもの

（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は法人税に係る更正

（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものである場合には、

当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日か

ら当該修正申告書に係る更正の通知をした日までの期間  

 

  附則第６条を次のように改める。  

  （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例）  

 第６条  平成３０年度から平成３４年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法

附則第４条の４第３項の規定に該当する場合における第３４条の２の規定による

控除については、その者の選択により、同条中「同条第１項」とあるのは「同条

第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４条

の４第３項の規定により読み替えて適用される法第３１４条の２第１項（第２号

に係る部分に限る。）」として、同条の規定を適用することができる。  

 

  附則第１９条の１０を附則第１９条の１１とする。  

 

  附則第１９条の９第１項中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第

２項第１号中「附則第１９条の９第１項」を「附則第１９条の１０第１項」に改め、

同項第２号中「、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の

２第１項」を「並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第
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１項」に、「附則第１９条の９第１項」を「附則第１９条の１０第１項」に改め、

同項第３号中「附則第１９条の９第１項」を「附則第１９条の１０第１項」に、

「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号）」に、「特定給付補てん

金等に係る雑所得等の金額」を「特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」に改め、

同項第４号中「附則第１９条の９第１項」を「附則第１９条の１０第１項」に改め、

同条第３項中「第３３条及び」を「同条及び」に、「同法」を「租税条約等実施特

例法」に改め、同条第５項第１号中「附則第１９条の９第３項」を「附則第１９条

の１０第３項後段」に改め、同項第２号中「、附則第７条第１項、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「並びに附則第７条第１項、第７条の３

第１項及び第７条の３の２第１項」に、「附則第１９条の９第３項」を「附則第  

１９条の１０第３項後段」に改め、「、第３４条の９第１項中「第３３条第４項」

とあるのは「附則第１９条の９第４項」と」を削り、同項第３号中「附則第１９条

の９第３項」を「附則第１９条の１０第３項後段」に、「租税条約等実施特例法」

を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和４４年法律第４６号）」に、「又は配当所得」を「若しくは配当所得」に

改め、同項第４号中「附則第１９条の９第３項」を「附則第１９条の１０第３項後

段」に改め、同条第６項中「附則第１９条の９第３項」を「附則第１９条の１０第

３項前段」に改め、同条を附則第１９条の１０とし、附則第１９条の８の次に次の

１条を加える。  

  （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例）  

 第１９条の９  所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対す

る相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号。

以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第８条第２項に規定する特例適

用利子等、外国居住者等所得相互免除法第１２条第５項に規定する特例適用利子

等又は外国居住者等所得相互免除法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に

ついては、第３３条及び第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

その前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第２項（外国居住者等所得相互

免除法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規

定する特例適用利子等の額（以下この項において「特例適用利子等の額」とい

う。）に対し、特例適用利子等の額（次項第１号の規定により読み替えられた第

３４条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の３の

税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。  

 ２  前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。  

  (1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、

「総所得金額、附則第１９条の９第１項に規定する特例適用利子等の額」とす

る。  

  (2) 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項並びに附則第７条

第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の規定の適用については、
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第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条の９

第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第  

３４条の８、第３４条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項

及び第７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１９条の９第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条の９第１

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。  

  (3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は附則第１９条の９第１項に規定する特例適用利子

等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若

しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律（昭和３７年法律第１４４号）第７条第１０項（同法第１１条第８項及

び第１５条第１４項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象利子

に係る利子所得の金額、同法第７条第１２項（同法第１１条第９項及び第１５

条第１５項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象収益分配に係

る配当所得の金額、同法第７条第１６項（同法第１１条第１１項及び第１５条

第１７項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象懸賞金等に係る

一時所得の金額若しくは同法第７条第１８項（同法第１１条第１２項及び第  

１５条第１８項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象給付補塡

金等に係る雑所得等の金額」とする。  

  (4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第１９条の９第１項に規定する特例適用利子等

の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

１９条の９第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。  

 ３  所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第８条第

４項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第１２条第６項に

規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第１６条第３項に規定

する特例適用配当等（次項において「特例適用配当等」という。）については、

第３３条第３項及び第４項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適

用配当等については、同条及び第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区

分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第４項（外国居住者等所

得相互免除法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この項において「特例適用配当等の

額」という。）に対し、特例適用配当等の額（第５項第１号の規定により読み替

えられた第３４条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に  

１００分の３の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。  

 ４  前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の

属する年度分の第３６条の２第１項の規定による申告書（その提出期限までに提

出されたもの及びその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時ま
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でに提出されたものに限り、その時までに提出された第３６条の３第１項に規定

する確定申告書を含む。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載が

あるとき（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。  

 ５  第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。  

  (1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、

「総所得金額、附則第１９条の９第３項後段に規定する特例適用配当等の額」

とする。  

  (2) 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項並びに附則第７条

第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の規定の適用については、

第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条の９

第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、

第３４条の８、第３４条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１

項及び第７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第１９条の９第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条

の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条の

９第３項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。  

  (3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は附則第１９条の９第３項後段に規定する特例適用

配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第７条第１４項（同法第１１条第  

１０項及び第１５条第１６項において準用する場合を含む。）に規定する申告

不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。  

  (4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第１９条の９第３項後段に規定する特例適用配

当等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１９条の９第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。  

 

 （伊那市税条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第２条  伊那市税条例の一部を改正する条例（平成２７年伊那市条例第２９号）の一

部を次のように改正する。  

 

  附則第５条第７項中「、新条例」を「、伊那市税条例」に、「掲げる新条例」を

「掲げる同条例」に改め、同項の表第１９条第３号の項中「第４８条第１項の申告

書（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書を除く。）、」を削る。  

 

 （伊那市国民健康保険税条例の一部改正）  

第３条  伊那市国民健康保険税条例（平成１８年伊那市条例第５５号）の一部を次の
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ように改正する。  

 

  附則第１５項を附則第１７項とし、附則第１０項から附則第１４項までを２項ず

つ繰り下げ、附則第９項の次に次の２項を加える。  

  （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）  

 １０  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、

同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第１６条第２項に規定す

る特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条の規定の適用について

は、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林

所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項

及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等

の額（以下この条及び第２３条において「特例適用利子等の額」という。）の合

計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、

第２３条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の

額」とする。  

  （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）  

 １１  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する

特例適用配当等又は同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第  

２３条の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第１２条第６項及

び第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の

額（以下この条及び第２３条において「特例適用配当等の額」という。）の合計

額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、

第２３条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の

額」とする。  
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   附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、平成２９年１月１日から施行する。ただし、第１条中伊那市税

条例附則第６条の改正規定及び次条第２項の規定は、平成３０年１月１日から施行

する。  

（市民税に関する経過措置）  

第２条  第１条の規定による改正後の伊那市税条例（以下「新条例」という。）第  

４３条第４項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新

条例第４３条第２項に規定する納期限が到来する個人の市民税に係る延滞金につい

て適用する。  

２  新条例附則第６条の規定は、平成３０年度以後の年度分の個人の市民税について

適用する。  

３  新条例第４８条第５項及び第５０条第４項の規定は、施行日以後に新条例第４８

条第３項又は第５０条第２項に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞

金について適用する。  

４  新条例附則第１９条の９の規定は、施行日以後に支払を受けるべき外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律

第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定

する特例適用利子等若しくは同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等又は同

法第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特例適

用配当等若しくは同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民

税について適用する。  

（国民健康保険税に関する経過措置）  

第３条  第３条の規定による改正後の伊那市国民健康保険税条例附則第１０項及び第

１１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第２項に規定する特例適用利子

等、同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等若しくは同法第１６条第２項に

規定する特例適用利子等又は同法第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第

１２条第６項に規定する特例適用配当等若しくは同法第１６条第３項に規定する特

例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。  

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

（提案理由）  

地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）、所得税法等

の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）等の施行等に伴い、所要の改正

を行うため、提案するものであります。  
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議案第８号  

 

伊那市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市手数料徴収条例（平成１８年伊那市条例第５７号）の一部を次のように改正

する。  

 

 別表第２中  

「  

 動物の飼養又は収容の

許可  

１件につき（１個の施設又

は同一の構内にある数個の

施設に関し同時に数件の許

可を受けようとする場合に

あっては、当該数件につ

き）  ６ ,０００円  

２  火薬類取締法

（昭和２５年法律

第１４９号）の規

定に基づく火薬類

の譲渡し又は譲受

け若しくは消費の

許可  

譲渡しの許可  １件につき  １ ,２００円  

譲受け

の許可  

火工品のみ  １件につき  ２ ,４００円  

２５キログラ

ム以下  

１件につき  ３ ,５００円  

２５キログラ

ム超  

１件につき  ６ ,９００円  

煙火の消費の許可  １件につき  ７ ,９００円  

３  鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律（平成１４年法律第８８号）の規定に基

づく飼養登録票の交付又は更新若しくは再

交付  

１件につき  ２ ,９００円  

４  屋外広告物条

例（平成５年長

野県条例第２３

号）の規定に基

づく許可又は許

可の更新  

広告板類  

広告塔類  

広告幕類  

立看板類  

アーチ類  

面積２平方

メートル未

満のもの  

１個につき  ８００円  

                                    」を  

「  

 動物の飼養又は収容の

許可  

１件につき（１個の施設又

は同一の構内にある数個の

施設に関し同時に数件の許  
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  可を受けようとする場合に

あっては、当該数件につ

き）  ６ ,０００円  

２  鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律（平成１４年法律第８８号）の規定に基

づく飼養登録票の交付又は更新若しくは再

交付  

１件につき  ２ ,９００円  

３  屋外広告物条

例（平成５年長

野県条例第２３

号）の規定に基

づく許可又は許

可の更新  

広告板類  

広告塔類  

広告幕類  

立看板類  

アーチ類  

面積２平方

メートル未

満のもの  

１個につき  ８００円  

                                    」に

改める。  

 

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）の規定に基づく火薬類の譲渡し等の許

可に関する事務を上伊那広域連合に移管することに伴い、所要の改正を行うため、提

案するものであります。  
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議案第９号  

 

伊那市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関  

する条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

（平成２７年伊那市条例第３０号）の一部を次のように改正する。  

 

 第４条第１項中「事務は、」の次に「別表第１の左欄に掲げる機関が行う同表の右

欄に掲げる事務、別表第２の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び」

を加え、同条第３項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第

２項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。  

２  別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要

な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利

用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを

使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることが

できる場合は、この限りでない。  

 

 第５条第１項中「第１９条第９号」を「第１９条第１０号」に改める。  

 

 附則の次に別表として次の２表を加える。  

別表第１（第４条関係）  

機関  事務  

１  市長  伊那市福祉医療費給付金条例（平成１８年伊那市条例第７１

号）による給付金の支給に関する事務であって規則で定める

もの  

別表第２（第４条関係）  

機関  事務  特定個人情報  

１  市長  伊那市福祉医療費給付金条

例による給付金の支給に関

する事務であって規則で定

めるもの  

地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）その他の地方税に関

する法律に基づく条例の規定に

より算定した税額若しくはその

算定の基礎となる事項に関する

情報又は住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号）第７条第

４号に規定する事項であって規

則で定めるもの  
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附  則  

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条第１項の改正規定は、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行する。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

福祉医療費給付金の支給に関する事務に特定個人情報を利用するため及び個人情報

の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年法律第６５号）の施行に伴い、所要

の改正を行うため、提案するものであります。  



 

- 28 - 

 

議案第１０号  

 

伊那市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市デイサービスセンター条例（平成１８年伊那市条例第７８号）の一部を次の

ように改正する。  

 

 第２条の表中  

「  

デイサービスセンターみその園  伊那市御園５８０番地  

デイサービスセンター春富ふくじゅ園  伊那市西春近７１７１番地１  

                                    」を  

「  

デイサービスセンター春富ふくじゅ園  伊那市西春近７１７１番地１  

                                    」に

改める。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２９年２月１日から施行する。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

デイサービスセンターみその園を廃止するため、提案するものであります。  
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議案第１１号  

 

伊那市介護予防施設条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市介護予防施設条例（平成２２年伊那市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。  

 

第２条の表中  

「  

市野瀬地域支え合いセンター  伊那市長谷市野瀬４１１番地１  

                                    」を  

「  

市野瀬地域支え合いセンター  伊那市長谷市野瀬４１１番地１  

中条介護予防・生活支援拠点施設  伊那市西箕輪５１６７番地イ  

上戸南部介護予防・生活支援拠点施設  伊那市西箕輪４７５７番地  

宮下・中平・宮原介護予防・生活支援拠

点施設  

伊那市富県１０２０番地１  

西和手・共信介護予防・生活支援拠点施

設  

伊那市高遠町勝間６３３番地  

                                    」に

改める。  

 

 

   附  則  

この条例は、平成２９年３月２４日から施行する。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

（提案理由）  

介護予防施設を設置するため、提案するものであります。  
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議案第１２号  

 

伊那市短期入所施設条例を廃止する条例  

 

 

伊那市短期入所施設条例（平成１８年伊那市条例第８６号）は、廃止する。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２９年３月１日から施行する。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

短期入所施設やすらぎの家を廃止するため、提案するものであります。  
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議案第１３号  

 

伊那市火葬場条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市火葬場条例（平成１８年伊那市条例第１０３号）の一部を次のように改正す

る。  

 

 別表中  

「  

１０歳以上１体につき  １０ ,０００円  ５０ ,０００円   

１０歳未満１体につき  ６ ,０００円  ３０ ,０００円   

死胎児１体につき  ５ ,０００円  １５ ,０００円  妊娠２０週以上の

もの  

胞衣等又は身体の一部  ２ ,５００円  １０ ,０００円  妊娠２０週未満の

死胎児を含む。  

」を  

「  

１０歳以上１体につき  １１ ,０００円  ５５ ,０００円   

１０歳未満１体につき  ６ ,６００円  ３３ ,０００円   

死胎児１体につき  ５ ,５００円  １６ ,５００円  妊娠２０週以上の

もの  

胞衣等又は身体の一部  ２ ,８００円  １１ ,０００円  妊娠２０週未満の

死胎児を含む。  

」に  

改める。  

 

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた場合における使用料につい

ては、なお従前の例による。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  
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伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

火葬場の使用料を改定するため、提案するものであります。  
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議案第１４号  

 

伊那市霊園条例  

 

 

伊那市霊園条例（平成１８年伊那市条例第１０４号）の全部を改正する。  

 

目次  

 第１章  総則（第１条－第３条）  

 第２章  聖地（第４条－第２０条）  

 第３章  合葬式墳墓（第２１条－第３４条）  

 第４章  雑則（第３５条－第３７条）  

 附則  

   第１章  総則  

 （設置）  

第１条  墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）及び地方自治法（昭

和２２年法律第６７号 )第２４４条第１項の規定により、霊園を設置する。  

 （名称及び位置）  

第２条  霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。  

  名称  伊那市営霊園  

  位置  伊那市ますみヶ丘６９８４番地１  

 （定義）  

第３条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。  

 (1) 聖域  伊那市営霊園の全区域をいう。  

 (2) 聖地  墳墓の造営又は碑石等を建設する場所をいう。  

 (3) 墳墓  焼骨を埋蔵する施設をいう。  

 (4) 碑石  石材等によって、後世に伝えるべき事柄を表示して建設するものをいう。  

 (5) 休憩所  墓参者等が、休憩等のために使用する施設をいう。  

 (6) 合葬式墳墓  焼骨を共同埋蔵するための施設をいう。  

 (7) 個別埋蔵場所  合葬式墳墓内において焼骨を個別の容器に納めて埋蔵するため

の設備をいう。  

 (8) 共同埋蔵場所  合葬式墳墓内において焼骨を個別の容器に納めずに埋蔵するた

めの設備をいう。  

   第２章  聖地  

 （聖地等の使用）  

第４条  聖地は、墳墓の造営及び碑石等の建設並びに焼骨の埋蔵その他の祭祀
し

を行う

以外の目的で使用することはできない。  

２  聖地は、合葬式墳墓の使用の許可を受けている者は、使用することはできない。
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ただし、承継による場合は、この限りでない。  

３  休憩所は、墓参者等の休憩等以外の目的で使用することはできない。  

 （死体埋葬の禁止）  

第５条  聖地に死体を埋葬することはできない。  

 （聖地使用者の資格）  

第６条  聖地を使用しようとする者（以下「聖地申請者」という。）は、市内に本籍

又は住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認め

るときは、この限りでない。  

２  前項において市内に本籍のみを有する者又は同項ただし書の規定による場合は、

市内に住所を有する者を管理人（以下「聖地管理人」という。）として定めて届け

出なければならない。  

 （聖地使用の公募）  

第７条  市長は、聖地を使用させようとするときは、公募を行うものとする。ただし、

市長が公募をすることが適当でないと認めるときは、この限りでない。  

 （聖地使用許可）  

第８条  聖地申請者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。  

２  聖地の使用許可は、１聖地申請者当たり２聖地以内とする。  

 （聖地使用料）  

第９条  聖地使用料は、１聖地当たり２９万円とする。  

２  聖地申請者は、前項の聖地使用料を申請時に納入しなければならない。ただし、

市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。  

 （聖地管理料）  

第１０条  聖地管理料は、１聖地当たり年額４ ,５００円とする。  

２  聖地の使用の許可を受けた者（以下「聖地使用者」という。）は、前項の聖地管

理料を毎年度、当該年度の属する４月３０日までに市長に納入しなければならない。

ただし、年度の中途で使用を許可されたときの聖地管理料は、当該使用を許可され

た日の属する月以後の月数に前項に規定する額を１２で除した額を乗じて得た額と

し、当該月の翌月末日までに市長に納入しなければならない。  

３  聖地管理料は、前納することができる。  

４  市長は、特別の理由があると認めるときは、聖地管理料を減額し、又は免除する

ことができる。  

 （聖地使用の制限及び費用の負担）  

第１１条  市長は、聖域の管理上必要があると認めるときは、聖地使用者の聖地内施

設に制限若しくは条件を付し、又は必要な処置を命ずることができる。この場合に

おいて、経費は、全て聖地使用者の負担とする。  

 （聖地使用者等の義務）  

第１２条  聖地使用者は、常に聖地内を清掃し、聖地内施設の損壊による危険がある

とき、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理し、その他必要

な処置を講じなければならない。  
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２  聖地内施設は、別に定める基準によらなければならない。  

３  聖地使用者は、本籍又は住所に変更があったときは、速やかに市長に届け出なけ

ればならない。この場合において、市内に住所を有しなくなった者は、聖地管理人

を定めて届け出なければならない。  

４  聖地管理人は、聖地使用者に代わり、前３項に規定する義務を負うものとする。  

５  墓参者等は、聖域内を清潔にし、他人に迷惑を及ぼすことのないようにしなけれ

ばならない。  

 （聖地使用権の譲渡等の禁止）  

第１３条  聖地を使用する権利（以下「聖地使用権」という。）を譲渡し、又は転貸

してはならない。  

 （使用聖地の変更）  

第１４条  市長は、聖域の管理上必要があると認めるときは、聖地使用者に対し、使

用する聖地を変更させることができる。  

 （聖地使用権の承継）  

第１５条  聖地使用者の死亡その他の理由により祭祀
し

を承継する者が聖地使用権を承

継しようとするときは、市長に申請し、許可を受けなければならない。  

 （使用聖地の返還）  

第１６条  聖地使用者は、聖地を使用しなくなったときは、速やかに市長に届け出る

とともに、当該聖地を原形に復して返還しなければならない。  

 （聖地使用許可の取消し等）  

第１７条  市長は、聖地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、聖地の使用

の許可を取り消すことができる。  

 (1) 聖地を目的以外に使用したとき。  

 (2) 聖地使用権を譲渡し、又は転貸したとき。  

 (3) 第１２条に規定する義務を怠り、又は聖地管理料を滞納したとき。  

 (4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。  

 (5) 聖地使用者が死亡し、又は住所不明であって、５年を経過しても第１５条に規

定する承継の申請がないとき。  

 (6) 聖地使用者が法人である場合において、当該法人が解散し、１年を経過しても

第１５条の規定による承継の申請がないとき。  

 (7) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  

２  聖地使用者は、前項第１号から第４号まで及び第７号の規定により使用の許可を

取り消されたときは、直ちに聖地を原形に復して市長に返還しなければならない。  

３  前条の規定による届出があったときは、聖地使用権は、消滅する。  

 （焼骨の改葬及び墳墓等の移転）  

第１８条  市長は、前条第１項第５号又は第６号の規定により使用の許可を取り消し

たときは、その聖地の焼骨を合葬式墳墓の共同埋蔵場所に改葬し、墳墓等を一定の

場所に移転することができる。  

 （復旧費用）  
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第１９条  聖地使用者が第１６条及び第１７条第２項の規定による原形復旧の義務を

履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を聖地使用者又は聖地管理人から

徴収する。  

 （聖地使用料の還付）  

第２０条  聖地使用者が、次の各号に掲げる期間に第１６条の規定による届出をした

場合に限り、それぞれ当該各号に定める割合を既納の聖地使用料に乗じて得た額を

還付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限り

でない。  

 (1) 許可を受けた日から１年以内  １００分の８０  

 (2) 許可を受けた日から１年を超え２年以内  １００分の６０  

 (3) 許可を受けた日から２年を超え５年以内  １００分の４０  

   第３章  合葬式墳墓  

 （合葬式墳墓の使用）  

第２１条  合葬式墳墓は、現に焼骨を所持している者又は将来において自己の焼骨を

埋蔵しようとする者が使用できるものとする。  

２  合葬式墳墓への焼骨の埋蔵は、個別埋蔵場所又は共同埋蔵場所のいずれかとする。  

３  個別埋蔵場所に焼骨を埋蔵することができる期間は、焼骨の埋蔵の許可を受けた

日から起算して１５年を経過する日までとする。ただし、当該期間について、１回

に限り１０年延長することができる。  

４  前項に規定する期間を経過した後において、既に個別埋蔵場所に焼骨を埋蔵して

いる場合にあっては焼骨を共同埋蔵場所に移し、埋蔵するものとし、いまだ個別埋

蔵場所に焼骨を埋蔵していない場合にあっては焼骨を埋蔵するときは、直接共同埋

蔵場所に埋蔵するものとする。この場合において、第２５条第１項第３号に規定す

る合葬式墳墓使用料は、徴収しない。  

５  共同埋蔵場所の使用の許可を受けた者の焼骨は、直接共同埋蔵場所に埋蔵する。  

６  合葬式墳墓は、聖地使用者は、使用することはできない。ただし、承継による場

合は、この限りでない。  

 （合葬式墳墓使用者の資格）  

第２２条  合葬式墳墓を使用しようとする者（以下「合葬式墳墓申請者」という。）

は、市内に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理

由があると認めるときは、この限りでない。  

 （合葬式墳墓使用の公募）  

第２３条  市長は、合葬式墳墓を使用させようとするときは、公募を行うものとする。

ただし、市長が公募をすることが適当でないと認めるときは、この限りでない。  

 （合葬式墳墓使用許可）  

第２４条  合葬式墳墓申請者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。  

２  前項の申請においては、合葬式墳墓に焼骨が埋蔵される者（以下「被埋蔵者」と

いう。）を明らかにしなければならないものとし、その変更はできないものとする。  

３  合葬式墳墓申請者と被埋蔵者が同一人である場合は、当該合葬式墳墓申請者は、



 

- 37 - 

 

焼骨を埋蔵する際の立会人又は承継する者（以下「立会人等」という。）を定めて

申請しなければならない。  

 （合葬式墳墓使用料）  

第２５条  合葬式墳墓使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に

定めるとおりとする。  

 (1) 個別埋蔵場所に埋蔵する場合  焼骨１体につき１５万円  

 (2) 個別埋蔵場所の埋蔵期間を延長する場合  焼骨１体につき１５万円  

 (3) 共同埋蔵場所に埋蔵する場合  焼骨１体につき５万円  

２  合葬式墳墓申請者が市内に住所を有する者でない場合は、前項各号の規定による

合葬式墳墓使用料に１００分の１５０を乗じて得た額を納入しなければならない。  

３  合葬式墳墓申請者は、前２項の規定による合葬式墳墓使用料を申請時（個別埋蔵

場所の埋蔵期間を延長する場合にあっては、延長申請時）に納入しなければならな

い。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。  

 （合葬式墳墓管理料）  

第２６条  合葬式墳墓の管理料は、徴収しない。  

 （焼骨の埋蔵）  

第２７条  合葬式墳墓への焼骨の埋蔵は、市長が指定する者が行うものとする。  

２  合葬式墳墓の使用の許可を受けた者（以下「合葬式墳墓使用者」という。）又は

立会人等は、焼骨を埋蔵し、又は焼骨の返還を受けるときを除き、焼骨の埋蔵場所

に立ち入ることができない。  

３  個別埋蔵場所に埋蔵する焼骨の容器は、別に定める基準に適合するものでなけれ

ばならない。  

 （合葬式墳墓使用権の譲渡等の禁止）  

第２８条  合葬式墳墓を使用する権利（以下「合葬式墳墓使用権」という。）を譲渡

し、又は転貸してはならない。  

 （合葬式墳墓使用権の承継）  

第２９条  合葬式墳墓使用者の死亡その他の理由により被埋蔵者の祭祀
し

を承継する者

が合葬式墳墓使用権を承継しようとするときは、市長に申請し、許可を受けなけれ

ばならない。  

 （使用の中止等）  

第３０条  合葬式墳墓使用者は、被埋蔵者の焼骨を共同埋蔵場所に埋蔵する前に合葬

式墳墓を使用しなくなったときは、市長に届け出なければならない。  

２  個別埋蔵場所の合葬式墳墓使用者は、第２１条第３項に規定する期間内において

その使用を中止するときは、市長に届け出るとともに、既に焼骨を埋蔵している場

合は、その指示に従って焼骨を引き取らなければならない。  

 （埋蔵場所の移転）  

第３１条  市長は、前条第２項の規定により焼骨を引き取ることとなっている合葬式

墳墓使用者が不明なとき、又は焼骨を引き取らないときは、市長が焼骨を無縁とし

て共同埋蔵場所へ埋蔵することができる。  
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 （合葬式墳墓に埋蔵した焼骨の返還等）  

第３２条  共同埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、改葬し、分骨し、又は返還することは

できない。  

２  個別埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、第３０条第２項の規定による届出をした場合

を除き、改葬し、又は返還することはできない。  

３  個別埋蔵場所に埋蔵された焼骨を、第２１条第３項に規定する期間内において分

骨しようとする場合は、合葬式墳墓使用者その他市長が認める者からの申出により

行うことができる。  

 （合葬式墳墓使用許可の取消し等）  

第３３条  市長は、合葬式墳墓使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、合葬

式墳墓の使用の許可を取り消すことができる。  

 (1) 合葬式墳墓使用権を譲渡し、又は転貸したとき。  

 (2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。  

 (3) 合葬式墳墓使用者と被埋蔵者が同一人でない場合において、許可を受けた日か

ら１年を経過しても焼骨が埋蔵されないとき。  

 (4) 合葬式墳墓使用者と被埋蔵者が同一人である場合において、当該者が住所不明

となってから５年を経過しても焼骨が埋蔵されないとき。  

 (5) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  

２  次の各号のいずれかに該当するときは、合葬式墳墓使用権は、消滅する。  

 (1) 合葬式墳墓使用者と被埋蔵者が同一人である場合において、当該者が死亡して

から１年を経過しても焼骨が埋蔵されないとき。  

 (2) 被埋蔵者の焼骨を共同埋蔵場所に埋蔵したとき。  

 (3) 第３０条第１項又は第２項の規定による届出があったとき。  

 （合葬式墳墓使用料の還付）  

第３４条  合葬式墳墓使用者が、許可を受けた日から５年以内の期間に第３０条第２

項の規定による届出をした場合に限り、既納の合葬式墳墓使用料（延長に係る合葬

式墳墓使用料を除く。）に３分の１を乗じて得た額を還付するものとする。ただし、

市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。  

   第４章  雑則  

 （聖域内の営業）  

第３５条  聖域内での営業行為は、行うことができない。ただし、市長が必要と認め

るときは、この限りでない。  

 （損害賠償）  

第３６条  聖域内の市の施設を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者は、その

損害を賠償しなければならない。  

 （委任）  

第３７条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。  
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附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２９年３月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に、この条例による改正前の

伊那市霊園条例（以下「旧条例」という。）の規定により市に納入された使用料及

び管理料（旧条例附則第２項の規定により市に納入されたとみなされた使用料及び

管理料を含む。）については、この条例の規定により納入された聖地使用料及び聖

地管理料とみなす。  

３  施行日前に、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為（旧条例附則

第２項の規定によりなされた処分、手続その他の行為を含む。）は、この条例の相

当規定によりなされたものとみなす。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

霊園に合葬式墳墓を設置するとともに、聖地に係る規定を改正するため、提案する

ものであります。  
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議案第１５号  

 

伊那市山荘条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市山荘条例（平成１８年伊那市条例第１１９号）の一部を次のように改正する。  

 

第５条第１項第６号ア中「７月１日から８月３１日」を「５月１日から９月３０

日」に改める。  

 

別表２中  

「  

宿泊料  

（１人１泊、素泊まり）  

一般（中学生以上）  ２ ,０００円  

小学生及び幼児（３歳以上）  １ ,０００円  

」を  

「  

宿泊料（１泊、素泊まり）  １部屋  １２ ,０００円  

」に  

改める。  

 

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るも

のから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

（提案理由）  

鹿嶺高原雷鳥荘の開設期間を延長し、及び利用料金を改定するため、提案するもの

であります。  
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議案第１６号  

 

伊那市農業公園条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市農業公園条例（平成１８年伊那市条例第１２７号）の一部を次のように改正

する。  

 

 第２条第２項の表中  

「  

ふれあい体験農園  ふれあい農園  伊那市西箕輪３９００番地

１０３  

地域食材供給施設  ファームレストラン  ト

マトの木  

伊那市西箕輪３９００番地

３６０  

                                    」を  

「  

地域食材供給施設  ファームレストラン  ト

マトの木  

伊那市西箕輪３９００番地

３６０  

                                    」に、  

「  

交流促進施設  みはらしファーム交流促

進施設  

伊那市西箕輪３４１６番地

１  

                                    」を  

「  

交流促進施設  みはらしファーム交流促

進施設  

伊那市西箕輪３４１６番地

１  

地域食材提供施設  みはらしファームバーベ

キューガーデン  

伊那市西箕輪３９００番地

１００  

                                    」に

改める。  

 

 第４条第３号の表中  

「  

 (2) 交流促進施設の維持管理及び運営に関すること。  

                                    」を  

「  

 (2) 交流促進施設の維持管理及び運営に関すること。  

みはらしファームバ  (1) 地元農産物等の消費者への提供に関すること。  
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ーベキューガーデン  (2) 地域食材提供施設の維持管理及び運営に関する

こと。  

                                    」に

改める。  

 

 第５条第１項の表中  

「  

みはらしファーム

交流促進施設  

午前９時から午後５時まで  年末年始  

                                    」を  

「  

みはらしファーム

交流促進施設  

午前９時から午後５時まで  年末年始  

みはらしファーム

バーベキューガー

デン  

４月から９月

まで  

午前１０時から

午後７時まで  

１１月から翌年

の３月まで  

１０月  午前１０時から

午後５時まで  

 

                                    」に

改める。  

 

 第８条第２号中「き損」を「毀損」に改める。  

 

 第１０条第１項中「ふれあい農園又は」を削る。  

 

 別表中  

「  

ふれあい農

園  

１区画  ４月１日から翌年３月３１日

まで  

６ ,５００円  

２区画目以

降１区画に

つき（同一

使用者の場

合に限

る。）  

４ ,５００円  

ドッグラン  １頭  ４月１日から翌年３月３１日

まで  

１２ ,０００円  

                                    」を  

「  

ドッグラン  １頭  ４月１日から翌年３月３１日  １２ ,０００円  
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  まで   

                                    」に

改める。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

ふれあい農園を廃止し、及びみはらしファームバーベキューガーデンを設置する等

のため、提案するものであります。  
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議案第１７号  

 

伊那市キャンプ場条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市キャンプ場条例（平成１８年伊那市条例第２５１号）の一部を次のように改

正する。  

 

第５条第１項の表中  

「  

鹿嶺高原キャンプ場  ６月１日から１０月３１日まで  

」を  

「  

鹿嶺高原キャンプ場  ５月１日から１０月３１日まで  

」に  

改める。  

 

別表 (3)を次のように改める。  

 (3) 鹿嶺高原キャンプ場利用料金  

区分  単位  利用料金  

キャビン  宿泊使用  １棟（６人用）  ８ ,０００円  

オートキャンプ

サイト  

宿泊使用  １サイト  ５ ,０００円  

日帰り使用  １サイト  ３ ,０００円  

テントサイト  宿泊使用  一般（中学生以上）１人  １ ,０００円  

 小学生及び幼児（３歳以

上）１人  

５００円  

日帰り使用  一般（中学生以上）１人  ５００円  

 小学生及び幼児（３歳以

上）１人  

２５０円  

ロッジ  宿泊使用  １人  １ ,５００円  

貸しテント（６

人用）  

１泊  ５ ,０００円  

貸しシュラフ  １泊  １ ,０００円  

コイン式シャワ

ー  

１回（４分間）  １００円  

 

 

附  則  
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（施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るも

のから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

鹿嶺高原キャンプ場の使用期間を延長するとともに、利用料金等の規定を改正する

ため、提案するものであります。  
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議案第１８号  

 

   伊那市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部  

を改正する条例  

 

 

伊那市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成１８年伊那

市条例第１６５号）の一部を次のように改正する。  

 

第３条第１号中「に居住する年齢満１８年以上の者」を「の区域内に居住し、勤務

し、又は在学する者で満１８歳以上のもの」に改める。  

 

第１１条第９号中「勤務に就く」を「職務に従事する」に、「勤務中」を「服務

中」に改める。  

 

 

附  則  

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

消防団員の入団資格に市内に勤務又は在学する者を追加するため、提案するもので

あります。  
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議案第１９号  

 

伊那市体育施設条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市体育施設条例（平成１８年伊那市条例第１９３号）の一部を次のように改正

する。  

 

第２条第１号の表中  

「  

名称  位置  

」を  

「  

名称  位置  

伊那スタジアム  伊那市中央５４８８番地４  

」に  

改める。  

 

別表第１中  

「  

名称  開場期間  開場時間  

伊那市営野球場  ４月１日から

１１月３０日

まで  

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日（以下

「休日」という。）及び日曜日  

午前５時から午後５時まで  

」を  

「  

名称  開場期間  開場時間  

伊那スタジアム

  

４月１日から

１１月３０日

まで  

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日（以下

「休日」という。）及び日曜日  

午前５時から午後５時まで  

上記以外の日  

午前５時から午後９時３０分まで  

伊那市営野球場  ４月１日から

１１月３０日

まで  

休日及び日曜日  

午前５時から午後５時まで  

                                    」に、  
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「  

センターテニス

コート   

４月１日から

１１月３０日

まで  

休日及び日曜日  

午前８時３０分から午後５時まで  

」を  

「  

センターテニス

コート   

１月４日から

１２月２８日

まで  

休日及び日曜日  

午前８時３０分から午後５時まで  

」に  

改める。  

 

 別表第２中第２８項を第２９項とし、第１２項から第２７項までを１項ずつ繰り下

げ、同表第１１項第１号中  

「  

 年間入場券  一般  １人１年につき  ６ ,５００円  

高校生  １人１年につき  ３ ,２００円  

小中学生  １人１年につき  １ ,１００円  

」を  

「  

 年間入場券  一般  １人１年につき  ９ ,７００円  

高校生  １人１年につき  ４ ,８００円  

小中学生  １人１年につき  １ ,６００円  

」に  

改め、同項を同表第１２項とし、同表中第２項から第１０項までを１項ずつ繰り下げ、

同表第１項第１号中  

「  

 入場料を徴

収する場合  

 

入場料２００円未

満  

１日につき  ２２ ,８００円  

入場料２００円以

上３００円未満  

１日につき  ３８ ,４００円  

入場料３００円以

上５００円未満  

１日につき  ５４ ,０００円  

入場料５００円以

上７００円未満  

１日につき  ６９ ,６００円  

入場料７００円以上  市長が別に定

める額  

」を  
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「  

 入場料を徴収する場合  市長が別に定

める額  

」に  

改め、同号備考を次のように改め、同項を同表第２項とする。  

 備考  使用時間に１時間未満の端数のあるときは、１時間に切り上げるものとする。  

 

 別表第２に第１項として次の１項を加える。  

 １  伊那スタジアム  

  (1) 球場  

区分  利用料金  

専用使用  入場料を徴

収しない場

合  

午前８時から正午まで  ５ ,６００円  

正午から午後５時まで  ７ ,０００円  

午前８時から午後５時まで  １１ ,８００円  

１時間につき  １ ,６００円  

入場料を徴

収する場合  

 

入場料５００円以

下  

１日につき  ４１ ,０００円  

入場料５０１円以

上７００円以下  

１日につき  ７４ ,２００円  

入場料７０１円以上  市長が別に定

める額  

備考  

１  使用時間に１時間未満の端数のあるときは、１時間に切り上げるものとする。  

  ２  入場料を徴収する場合とは、入場券、有償の会員券、優待券、整理券その他

これらに類するものを発行して使用する場合をいう（以下同じ。）。  

  (2) 設備用器具  

区分  利用料金  

夜間照明施設  野球  ２時間３０分  １２ ,５００円  

ソフトボール  ２時間  ４ ,０００円  

スコアボード  １基につき  ３ ,０００円  

放送器具  １式につき  １ ,５００円  

ベース板  １組につき  ３００円  

ライン引器  １台につき  ２００円  

マスク・プロテクター  １式につき  ３００円  

備考  

１  夜間照明施設の利用料金に掲げる時間は、当該利用料金を納入することによ

り使用することができる期間とする。  

  ２  夜間照明施設を除く各設備用器具は、１日又は１回の単位とする。  
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附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係

るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

長野県伊那運動公園野球場の移管及びセンターテニスコートの人工芝化に伴い、所

要の改正を行うため、提案するものであります。  
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議案第２０号  

 

伊那市水道事業給水条例の一部を改正する条例  

 

 

伊那市水道事業給水条例（平成１８年伊那市条例第２０４号）の一部を次のように

改正する。  

 

 第１条中「伊那市水道事業」の次に「（伊那市水道事業及び下水道事業の設置等に

関する条例（平成１８年伊那市条例第２０３号）第１条第１項に規定する水道事業を

いう。以下同じ。）」を加える。  

 

 第２条中「伊那市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成１８年伊那

市条例第２０３号）第２条第２項」を「伊那市水道事業及び下水道事業の設置等に関

する条例第２条第３項」に改める。  

 

 第８条第１項中「水道メーター」を「管理者が貸与する水道メーター（以下「メー

ター」という。）」に改め、同条第２項中「水道メーター」を「メーター」に改める。  

 

 第１９条の見出し中「水道メーター」を「メーター」に改め、同条第１項中「管理

者が貸与する水道メーター（以下「メーター」という。）」を「メーター」に改め、

同条第５項中「き損」を「毀損」に改める。  

 

 第２５条第２項中「又は毎月」を削り、「により算定する。隔月の場合の使用水量

は、各月均等とみなす」を「を各月均等とみなして算定する」に改め、同項に次のた

だし書を加える。  

  ただし、次条に規定する個別給水契約を結んだ者が希望する場合は、毎月の定例

日にメーターの点検を行い、その計量した使用水量により算定するものとする。  

 

 第２５条の２第１項中「定めて、」の次に「メーターごとに」を加える。  

 

 第３２条第１号中「１０ ,０００円」の次に「（市内に本店、支店等を有しない場

合は、３０ ,０００円）」を加え、同条第２号中「７ ,０００円」を「１４ ,０００

円」に、「水道メーター」を「メーター」に、「２ ,０００円」を「４ ,０００円」に

改め、同条第４号中「１ ,０００円」を「２ ,０００円」に改める。  

 

 別表第１を次のように改める。  

別表第１（第２５条関係）  

 １  水道料金算出表（次項に掲げる給水区域を除く。）  
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（１月につき）   

区分  一般用  公衆浴場用  私設消火栓用  

（消火演習）  

 

基本料金  

 

口
径 

 

１３ｍｍ  

円  

７００  

円  

７００  

円  

－  

 ２０ｍｍ  ２ ,０６０  ２ ,０６０   

 ２５ｍｍ  ３ ,７００  ３ ,７００   

 ３０ｍｍ  ６ ,０００  ６ ,０００   

 ４０ｍｍ  １２ ,７００  １２ ,７００   

 ５０ｍｍ  ２３ ,０００  ２３ ,０００   

 ７５ｍｍ  ４０ ,０００  ４０ ,０００   

 １００・１５０ｍｍ  ８５ ,２００  ８５ ,２００   

従量料金

（１㎥に

つき）  

使
用
水
量
区
分 

１０㎥以下の部分  １１１  ６０  １１１  

１０㎥を超え２０㎥

以下の部分  

１４０    

２０㎥を超え３０㎥

以下の部分  

１６５    

３０㎥を超え５０㎥

以下の部分  

１８８    

５０㎥を超え１００

㎥以下の部分  

２１１    

１００㎥を超え  

２００㎥以下の部分  

２１１    

２００㎥を超え  

４００㎥以下の部分  

２１１    

４００㎥を超え  

１ ,０００㎥以下の部

分  

２１１    

１ ,０００㎥を超える

部分  

１９５    

 ２  御堂垣外簡易水道料金算出表  

（１月につき）   

区分  給水区域  

藤沢中山  御堂垣外のうち御

堂垣外水道組合が

管理する区域又は

松倉のうち松倉簡

易水道組合が管理  



 

- 53 - 

 

  する区域  

 

基本料金  

円  

２ ,６５７  

円  

１ ,８２８  

従量料金  

（１㎥につき）  

使用水

量区分  

１０㎥を超

える部分  

２６６  －  

 

 

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

 （水道料金に関する経過措置）  

２  この条例による改正後の伊那市水道事業給水条例（以下「新条例」という。）第

２５条及び別表第１の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後の使用水量に係る水道料金の算定について適用し、同

日前の使用水量に係る水道料金の算定については、なお従前の例による。  

３  新条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、同日以後

最初に使用水量が算定されるものに係る水道料金については、なお従前の例による。  

 （手数料に関する経過措置）  

４  新条例第３２条の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、同

日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

水道料金及び手数料の規定を改正するとともに、伊那市簡易水道事業（飲料水供給

施設及び簡易給水施設を含む。）に地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）の

規定の全部を適用すること等に伴い、所要の改正を行うため、提案するものでありま

す。  
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議案第２１号  

 

伊那市下水道条例等の一部を改正する条例  

 

 

（伊那市下水道条例の一部改正）  

第１条  伊那市下水道条例（平成１８年伊那市条例第１５５号）の一部を次のように

改正する。  

 

第４３条の表中  

 「  

指定工事店証交

付手数料  

新規登録１件につき  １０ ,０００円  

継続登録１件につき  ５ ,０００円  

再交付１件につき  ５ ,０００円  

第１８条の指

定工事店証の

交付をすると

き。  

」を  

 「  

指定工事店証交

付手数料（市内

に本店、支店等

を有する者）  

新規登録１件につき  １０ ,０００円  

継続登録１件につき  ５ ,０００円  

再交付１件につき  ５ ,０００円  

第１８条の指

定工事店証の

交付をすると

き。  

指定工事店証交

付手数料（市内

に本店、支店等

を有しない者）  

新規登録１件につき  ３０ ,０００円  

継続登録１件につき  １５ ,０００円  

再交付１件につき  １５ ,０００円  

第１８条の指

定工事店証の

交付をすると

き。  

」に  

改める。  

 

別表を次のように改める。  

 別表（第３２条関係）  

下水道使用料算出表  

（１使用月につき）   

区分  公衆浴場以外  公衆浴場  

 

基本使用料  

円  

１ ,８００  

円  

１ ,８００  

従量使用料  

（１㎥につ

き）  

使
用
水 

１０㎥以下の部分  ３０  ３５  

１０㎥を超え２０㎥以下の部分  １６０   

２０㎥を超え３０㎥以下の部分  ２００   
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量
区
分 

３０㎥を超え５０㎥以下の部分  ２３０   

５０㎥を超え１００㎥以下の部分  ２６０   

１００㎥を超え２００㎥以下の部

分  

２７５   

２００㎥を超え４００㎥以下の部

分  

２８５   

４００㎥を超え１ ,０００㎥以下

の部分  

２９５   

１ ,０００㎥を超え２ ,０００㎥以

下の部分  

２９５   

２ ,０００㎥を超える部分  ２６０   
     

 

 （伊那市農業集落排水施設の設置等に関する条例の一部改正）  

第２条  伊那市農業集落排水施設の設置等に関する条例（平成１８年伊那市条例第  

１５８号）の一部を次のように改正する。  

 

  第１条中「伊那市農業集落排水施設（以下「農業集落排水施設」という。）」を

「農業集落排水施設」に改める。  

 

  第２条第７号中「農業集落排水施設整備区域」を「排水施設整備区域」に改める。  

 

  第３条の表以外の部分中「農業集落排水施設整備区域」を「排水施設整備区域」

に改め、同条の表中  

 「  

農業集落排水施

設の名称  

農業集落排水処理施設  農業集落排水

施設整備区域  

」を  

 「  

農業集落排水施

設の名称  

農業集落排水処理施設  排水施設整備

区域  

」に、  

 「  

伊那市高遠町栗

巾排水処理施設  

栗巾浄化センター  伊那市高遠町長藤

１３８６番地２  

長藤栗巾の区

域  

伊那市高遠町宮

原排水処理施設  

宮原浄化センター  伊那市高遠町山室

３０２５番地  

山室宮原の区

域  

」を  

 「  



 

- 56 - 

 

伊那市高遠町宮

原排水処理施設  

宮原浄化センター  伊那市高遠町山室

３０２５番地  

山室宮原の区

域  

」に  

改める。  

 

  第４条中「農業集落排水施設整備区域」を「排水施設整備区域」に改める。  

 

  第６条中「新築等」を「新設等」に改める。  

 

  第９条第１項及び第２項並びに第１１条第２項中「の施設」を削る。  

 

  別表第１を次のように改める。  

別表第１（第１４条関係）  

   農業集落排水施設使用料算出表  

（１使用月につき）  

区分  金額  

 

基本使用料  

円  

１ ,８００  

従量使用料  

（１㎥につ

き）  

使
用
水
量
区
分 

１０㎥以下の部分  ３０  

１０㎥を超え２０㎥以下の部分  １６０  

２０㎥を超え３０㎥以下の部分  ２００  

３０㎥を超え５０㎥以下の部分  ２３０  

５０㎥を超え１００㎥以下の部分  ２６０  

１００㎥を超え２００㎥以下の部

分  

２７５  

２００㎥を超え４００㎥以下の部

分  

２８５  

４００㎥を超え１ ,０００㎥以下

の部分  

２９５  

１ ,０００㎥を超え２ ,０００㎥以

下の部分  

２９５  

２ ,０００㎥を超える部分  ２６０  

 

  別表第２中  

 「  

農業集落排水施設の名称  農業集落排水施設整備区域（円／戸）  

」を  

 「  
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（１戸につき）  

農業集落排水施設の名称  加入金  

」に、  

 「  

伊那市高遠町栗巾排水処理施設  ５５０ ,０００円  

伊那市高遠町宮原排水処理施設  ５５０ ,０００円  

」を  

 「  

伊那市高遠町宮原排水処理施設  ５５０ ,０００円  

」に  

改める。  

 

（伊那市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第３条  伊那市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例（平成１８年伊那市

条例第２７９号）の一部を次のように改正する。  

 

  第４条第１項に次のただし書を加える。  

   ただし、当該浄化槽の使用を廃止したときに届け出る者がいない場合その他規

程で定める場合は、廃止の届出があったものとみなす。  

 

  第４条第２項中「休止し、若しくは」を削り、同項に次のただし書を加える。  

   ただし、特別の事情があると管理者が認めたときは、清掃を免除することがで

きる。  

 

  第４条に次の１項を加える。  

３  前項の規定にかかわらず、戸別合併処理浄化槽の使用を廃止したときは、管理

者が相当な事由があると認めたときに限り、規程で定める手続により住宅等所有

者等に当該浄化槽を無償で譲渡することができる。  

 

  第５条第１項中「別表に定める」を削り、同条第２項中「前項の規定にかかわら

ず」を「使用料は」に、「場合の使用料は」を「ものとし、その額は」に改め、

「基本使用料」の次に「（以下「基本使用料」という。）」を加え、同条中第６項

を第７項とし、第５項を第６項とし、同条第４項中「休止し、若しくは」を「又

は」に改め、「し、又は再開」を削り、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に

次の１項を加える。  

 ４  戸別合併処理浄化槽の使用を休止している期間も、基本使用料を徴収する。  

 

第７条を削り、第８条を第７条とし、第９条から第１２条までを１条ずつ繰り上
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げる。  

 

別表を次のように改める。  

別表（第５条関係）  

   戸別合併処理浄化槽使用料算出表  

（１使用月につき）  

区分  金額  

 

基本使用料  

円  

８００  

従量使用料  

（１㎥につ

き）  

使
用
水
量
区
分 

１０㎥以下の部分  ３０  

１０㎥を超え２０㎥以下の部分  １６０  

２０㎥を超え３０㎥以下の部分  ２００  

３０㎥を超え５０㎥以下の部分  ２３０  

５０㎥を超え１００㎥以下の部分  ２６０  

１００㎥を超え２００㎥以下の部

分  

２７５  

２００㎥を超え４００㎥以下の部

分  

２８５  

４００㎥を超え１ ,０００㎥以下

の部分  

２９５  

１ ,０００㎥を超え２ ,０００㎥以

下の部分  

２９５  

２ ,０００㎥を超える部分  ２６０  

 

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

（使用料に関する経過措置）  

２  この条例による改正後の伊那市下水道条例別表、伊那市農業集落排水施設の設置

等に関する条例別表第１及び伊那市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条

例別表の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の汚水の排除の量に係る使用料の算出について適用し、同日前の汚

水の排除の量に係る使用料の算出については、なお従前の例による。  

３  この条例による改正後の伊那市下水道条例、伊那市農業集落排水施設の設置等に

関する条例及び伊那市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定にか

かわらず、施行日前から継続している下水道、農業集落排水施設又は戸別合併処理

浄化槽の使用で、同日以後最初に汚水の排除の量が算定されるものに係る使用料は、
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なお従前の例による。  

 （手数料に関する経過措置）  

４  この条例による改正後の伊那市下水道条例第４３条の規定は、施行日以後の申込

みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従

前の例による。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

下水道使用料等を改定するとともに、維持管理に係る取扱いの見直し等を行うため、

提案するものであります。  
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議案第２２号  

 

公の施設の指定管理者の指定について  

 

 

公の施設の指定管理者を下記のとおり指定することについて、地方自治法（昭和  

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

 

記  

 

１  市営駐車場  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

伊那市駅前駐車場  伊那電装株式会社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

中央駐車場  伊那電装株式会社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

中央第２駐車場  伊那電装株式会社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

通り町駐車場  伊那電装株式会社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

山寺駐車場  伊那電装株式会社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

再開発ビル駐車場  伊那電装株式会社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

竜東駐車場  伊那電装株式会社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

 

２  福祉まちづくりセンター  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

福祉まちづくりセンター  
社会福祉法人伊那市社会福祉

協議会  

平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

 

３  デイサービスセンター  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

デイサービスセンター春富

ふくじゅ園  

社会福祉法人伊那市社会福祉

協議会  

平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

長谷デイサービスセンター  
社会福祉法人伊那市社会福祉

協議会  

平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  
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４  老人福祉センター等  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

伊那市高遠町老人福祉セン

ター 
一般財団法人伊那市振興公社  

平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

伊那市高遠町高齢者生きが

いセンター  
一般財団法人伊那市振興公社  

平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

 

５  介護予防施設  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

中条介護予防・生活支援拠

点施設  
中条区  

平成 29年  3月 24日から

平成 37年  3月 31日まで  

上戸南部介護予防・生活支

援拠点施設  
上戸南部実行部  

平成 29年  3月 24日から

平成 37年  3月 31日まで  

宮下・中平・宮原介護予

防・生活支援拠点施設  
三常会集会所管理会  

平成 29年  3月 24日から

平成 37年  3月 31日まで  

西和手・共信介護予防・生

活支援拠点施設  
勝間西常会  

平成 29年  3月 24日から

平成 37年  3月 31日まで  

 

６  高齢者生活福祉センター  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

高齢者生活福祉センターく

つろぎの家  

社会福祉法人伊那市社会福祉

協議会  

平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

 

７  高齢者専用住宅  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

長谷高齢者専用住宅  
社会福祉法人伊那市社会福祉

協議会  

平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

 

８  山荘  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

鹿嶺高原雷鳥荘  一般社団法人伊那谷山りん舎  
平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

 

９  みはらしファーム  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

とれたて市場  上伊那農業協同組合  
平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

ファームレストラン  トマ 上伊那農業協同組合  平成 29年  4月  1日から  
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トの木   平成 32年  3月 31日まで  

そばの家  名人亭  上伊那農業協同組合  
平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

手づくりパン工房  麦の家  伊那市手づくりパン同好会  
平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

みはらしファームバーベキ

ューガーデン  
上伊那農業協同組合  

平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

 

１０  道の駅南アルプスむら長谷  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

地場産業振興施設  
道の駅南アルプスむら長谷管

理組合  

平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

 

１１  農産加工施設  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

高遠町農産物加工施設  高遠町農産加工組合  
平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

長谷農産物加工施設  
農業法人ファームはせ株式会

社 

平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

 

１２  農村公園  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

南アルプス公園  
道の駅南アルプスむら長谷管

理組合  

平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

 

１３  林業振興施設  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

協業活動拠点施設  
道の駅南アルプスむら長谷管

理組合  

平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

長谷山村広場施設  非持山区  
平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

 

１４  キャンプ場  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

小黒川渓谷キャンプ場  株式会社伊那リゾート  
平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

鹿嶺高原キャンプ場  一般社団法人伊那谷山りん舎  
平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  
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１５  公営住宅  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

若宮団地  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

西春近団地  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

日影団地  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

山本町団地  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

 

１６  その他の住宅  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

二番郭内住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

五番住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

多町住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

相生住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

メゾン瀬戸  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

御堂垣外住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

荒町住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

小原上住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

小原中住宅  長野県住宅供給公社 
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

山室住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

板山住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

小原北特賃住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

瀬戸特賃住宅  長野県住宅供給公社  平成 29年  4月  1日から  
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  平成 34年  3月 31日まで  

小原南後継者定住住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで 

小原南住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

小原南特賃住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

的場住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

東高遠住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

塩供住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

市野瀬定住促進住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

非持定住促進住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

非持住宅  長野県住宅供給公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

 

１７  野球場  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

伊那スタジアム  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

伊那市営野球場  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

 

１８  運動場  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

富士塚スポーツ公園運動場  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

美すずスポーツ公園運動場  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

伊那西運動場  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

東原スポーツ公園運動場  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

陸上競技場  一般財団法人伊那市振興公社  平成 29年  4月  1日から  
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  平成 34年  3月 31日まで  

高遠スポーツ公園総合運動

場 
一般財団法人伊那市振興公社  

平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

高遠スポーツ公園河川グラ

ウンド  
一般財団法人伊那市振興公社  

平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

長藤運動場  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

河南運動場  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

伊那里グラウンド  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

長谷総合グラウンド  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

 

１９  庭球場  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

センターテニスコート  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

第２庭球場  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

サンビレッジ庭球場  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

 

２０  マレットゴルフ場  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

花の丘マレットゴルフ場  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

 

２１  体育館  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

伊那市民体育館  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

サンビレッジ体育館  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

高遠スポーツ公園文化体育

館 
一般財団法人伊那市振興公社  

平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  
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２２  武道館  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

伊那市武道館  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

 

２３  屋内運動場  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

伊那公園屋内運動場  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

高遠町屋内運動場  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

ほりでいドーム  一般財団法人伊那市振興公社  
平成 29年  4月  1日から

平成 34年  3月 31日まで  

 

２４  旧井澤家住宅  

施  設  の  名  称  指定管理者の名称  指  定  の  期  間  

伊那部宿旧井澤家住宅  伊那部宿を考える会  
平成 29年  4月  1日から

平成 32年  3月 31日まで  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

公の施設の管理を行う指定管理者を指定するため、提案するものであります。  
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議案第２３号  

 

平成２８年度伊那市一般会計第３回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市一般会計第３回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２４号  

 

平成２８年度伊那市国民健康保険特別会計第１回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市国民健康保険特別会計第１回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２５号  

 

平成２８年度伊那市介護保険特別会計第２回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市介護保険特別会計第２回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２６号  

 

平成２８年度伊那市簡易水道事業特別会計第１回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市簡易水道事業特別会計第１回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２７号  

 

平成２８年度伊那市水道事業会計第２回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市水道事業会計第２回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  
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議案第２８号  

 

平成２８年度伊那市下水道事業会計第１回補正予算について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、平成２８

年度伊那市下水道事業会計第１回補正予算を、別冊のとおり提出する。  

 

 

 

平成２８年１１月２８日提出  

 

伊那市長   白  鳥   孝  

 


